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第１章 はじめに 

1.1 計画策定の背景 

道路上の電柱や電線は、良好な景観を損ねるだけでなく、歩行者（ベビーカー、車椅子使用者を含

む。）の通行を妨げ、また、地震などの災害時には電柱倒壊等により避難・救助活動、物資輸送等に支

障をきたす恐れがあります。 

近年、災害の激甚化・頻発化によるリスク増大、超高齢化社会におけるバリアフリー化の推進、さら

にはインバウンド観光等に備えた都市景観の向上が求められており、無電柱化の必要性は一層高ま

っています。 

 このような社会的機運の高まりから、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成

等を目的として平成２８年（２０１６年）１２月に「無電柱化の推進に関する法律（以下、「無電柱化法」と

いう。）」が制定・施行されました。無電柱化法第８条では、国や都道府県の無電柱化推進計画を基本

とし、市町村が「市町村無電柱化推進計画」を策定する努力義務が規定されています。 

本市では、上記規定に基づき、「豊中市無電柱化推進計画（以下、「本計画」という。）」を令和４年（２

０２２年）３月に策定し、市管理道路における無電柱化の基本的な方針、目標、施策等を定め、都市防

災機能の向上、歩行空間の安全・快適性の向上、都市景観の向上等の観点から優先的に取り組む箇

所の考え方や、推進方策等を取りまとめ、無電柱化に向けた取組みを着実に進めてきました。 

また、制度面においても取組みを進めており、令和５年度（２０２３年度）には、緊急交通路を対象に

新設電柱等の占用を制限する区域指定や、低コスト技術の一つである浅層埋設方式の導入に向けた

地下埋設物等の埋設深さ基準の見直しを行いました。 

策定以降、社会情勢の変化や国や大阪府の無電柱化に関する動向、これまでの事業進捗などをふ

まえ、電線管理者等の関係者と連携し、無電柱化をより強力に推進するため、今般、本計画を改訂し、

計画的かつ効率的に取り組んでいきます。 

また、本計画では、SDGs（持続可能な開発目標）の理念に基づき、１７の国際目標のうち、「3.すべ

ての人に健康と福祉を」「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」「11.住み続けられるまちづくりを」

「13.気候変動に具体的な対策を」「17.パートナーシップで目標を達成しよう」の達成に向けた取組

みを推進します。 

 

 

 

 

 

図１-１ 本計画における SDGｓの国際目標 
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1.2 計画の位置づけ 

本計画は、無電柱化法第８条に基づく「市町村

無電柱化推進計画」として位置づけされ、国・大阪

府計画、本市関連計画との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

1.3 無電柱化の目的と効果  

（１） 都市防災機能の向上                          

災害の頻発化等に対応するため、地震や台風など自然災害時の電柱倒

壊等をなくし、避難路や緊急車両の通行、救助活動、物資支援などの阻害

を防ぎ都市防災機能の確保を図ります。 

 

 

（２） 歩行空間の安全・快適性の向上                   

超高齢化社会におけるバリアフリー化の推進に対応するため、歩行空

間が広くなることで、歩行者（ベビーカー、車椅子使用者を含む）の安全

で快適な通行空間の確保を図ります。 

 

 

（３） 都市景観の向上                            

都市ブランド強化等に備えた都市景観の向上に対応するため、立ち並

ぶ電柱と輻輳する電線を無くすことで、良好な都市景観を保全・形成し、

地域の魅力向上を図ります。 

 

1.4 無電柱化の課題 

無電柱化の課題として、電線共同溝整備方式の整備コストの高さが挙げられます。また、電線管理

者との協議調整（部会、法指定、整備計画等）や、地域住民等との合意形成（地上機器設置場所の確保

等）に時間を要し、事業が長期化することも課題であり、コスト縮減方策および事業のスピードアップ

方策が必要です。 

写真１-１ 災害時の電柱倒壊 

(出典：国土交通省 HP) 

写真１-３ 景観を損なう電柱・電線 

(出典：国土交通省 HP) 

写真１-２ 歩行区間の支障となる電柱 

(出典：国土交通省 HP) 

図１-２ 計画の位置づけ 
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1.5 無電柱化の整備手法  

無電柱化の整備手法は、「地中化構造」と「非地中化構造」に大別されます。また、新設電柱の設置

抑制（道路の占用制限、届出勧告制度など）も重要な推進策です。無電柱化の整備にあたっては、各

電線管理者や地元住民等との協議をふまえ、以下に示す多様な手法を組み合わせて推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１-３ 無電柱化の整備手法 
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第２章 市内における無電柱化の状況 

2.1 市管理道路の整備状況 

市管理道路では、駅周辺の主要道路や都市計画道路を中心に、土地区画整理事業・民間開発等も

合わせ、整備延長約５．０ｋｍの無電柱化を実施しています。 

2.2 府管理道路の整備状況 

府管理道路では、国道１７６号や都市計画道路を中心に、整備延長約１３.0ｋｍの無電柱化を実施し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１ 市内の無電柱化整備状況（令和８年(２０２６年)３月末時点） 

 

【凡 例】 

豊中市 

：地中化構造 

：非地中化構造 

大阪府 

：地中化構造 

：非地中化構造 

その他 

：密集市街地 （庄内・豊南町） 

：緊急交通路 （広域・地域） 
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第３章 無電柱化の推進に関する基本方針 

3.1 無電柱化の推進における考え方 

無電柱化を計画的かつ効率的に進めるため、以下の考え方に基づき、対象となる地区や路線等を

選定します。 

 

（１） 都市防災機能の向上 

災害時の救助活動や物資輸送の円滑化を図るため、豊中市地域防災計画（令和4年（2022年）3

月）に定める緊急交通路（広域緊急交通路、地域緊急交通路）を対象とします。  

また、災害時に甚大な被害が想定される密集市街地における地区内の幹線道路を対象とします。 

 

（2） 歩行空間の安全性・快適性の向上 

歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、豊中市バリアフリーマスタープラン（令和4年

（2022年）3月）に定める移動等円滑化促進地区や通学路等で、地域住民や関係事業者等の理解と

協力が得られた区間を対象とします。 

 

（３） 都市景観の向上 

良好な景観形成や地域の魅力向上等の取組みを推進する地区の代表的な道路を対象とします。 

 

（４） 新設道路の無電柱化 

新設道路の整備と無電柱化事業を一体的に実施することで、既存道路での無電柱化事業に比べ、

無電柱化にかかる費用の抑制が期待できるため、新設道路（都市計画道路等）を対象とします。 

 

（5） 現道拡幅を伴う事業と合わせた既設道路の無電柱化 

現道拡幅を伴う事業（交差点改良事業、歩道整備事業等）と合わせた既設道路の整備においては、

整備コスト、関係事業者や地域住民の協力、関連事業などの地域状況を総合的に勘案し、一定区間を

整備することで効果が見込める場合において無電柱化の対象とします。 

 

3.2 計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度（２０２６年度）から令和１３年度（２０３１年度）までとします。なお、国

や大阪府の無電柱化推進計画の見直し時など、整合性を図る必要が生じた際には、本計画も適宜見

直しします。  
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3.3 計画の整備目標 

事業中路線を含めて４路線、整備延長約２.８kmの整備完了を目標とします。なお、目標年次（工

事着手年度）は、事業全体の進捗等を総合的に勘案しつつ適宜見直しします。 

 

表３-１ 計画対象路線（市道） 

番号 路 線 名 起終点 
整備延長 

（ｍ） 

整備 

手法 

進捗 

状況 
目標年次 選定基準 備 考 

① 

新千里東町歩第８号線 

（愛称：千里小道 こぼれび通

り）  

（起）新千里東町二丁目７番 

（終）新千里東町二丁目７番 
１７０ 地中化 計画中 

令和９年度 

（２０２７年度） 

歩行空間の安全・快適性の向上 

都市景観の向上 
３工区 

② （都）曽根島江線 
（起）庄内栄町五丁目 

（終）庄内栄町五丁目 

２４０ 

（１２０×２） 
地中化 事業中 

令和６年度 

（２０２４年度） 
都市防災機能の向上 

都市計画道路三国塚口線は大阪

府が整備 

③ （都）穂積菰江線 
（起）千成町二丁目 

（終）千成町二丁目 

２１０ 

（１０５×２） 
地中化 計画中 

令和９年度 

（２０２７年度） 
都市防災機能の向上 

地域緊急交通路 

神崎刀根山線に併せて整備 

④ 神崎刀根山線 

（起）神州町 

（終）三国二丁目 

６１０ 

（北側）230 

（南側）38０ 

地中化 事業中 
令和６年度 

（２０２４年度） 
都市防災機能の向上 地域緊急交通路 

（起）千成町三丁目 

（終）千成町二丁目 

１０２０ 

（５１０×２） 
地中化 計画中 

令和９年度 

（２０２７年度） 
都市防災機能の向上 地域緊急交通路 

（起）千成町二丁目 

（終）三和町四丁目 

５２０ 

（２６０×２） 
地中化 計画中 

令和１２年度 

（２０３０年度） 
都市防災機能の向上 

地域緊急交通路 

（都）穂積菰江線に併せて整備 

整備延長合計 ２,７７０  ※整備延長・・・無電柱化の実施区間（両側整備は各側ずつ計上） 

 

①新千里東町歩第８号線 

歩行空間の安全・快適性の向上、都市景観の向上を図るため、無電柱化を実施します。 

 

②曽根島江線（都市計画道路） 

都市防災機能の向上を図るため、主要地方道大阪池田線と国道１７６号を結ぶ三国塚口線（都市計

画道路）と併せて、府道との交差区間の無電柱化を実施します。 

 

③穂積菰江線（都市計画道路） 

地域緊急交通路に指定されており、都市防災機能の向上を図るため、神崎刀根山線と併せて、無

電柱化を実施します。 

 

④神崎刀根山線 

地域緊急交通路に指定されており、都市防災機能の向上を図るため、国道１７６号と併せて、国道

との交差区間まで無電柱化を実施します。 
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図３-１ 計画対象路線（令和８年(２０２６年)３月末時点） 

事業中路線 

：豊中市 

：大阪府 

計画路線 

：豊中市 

：大阪府 

その他 

：密集市街地 （庄内・豊南町） 

：緊急交通路 （広域・地域） 

【凡 例】 

②（都）曽根島江線 

④神崎刀根山線 

③（都）穂積菰江線 

国道１７６号 

①新千里東町歩第８号線 

（こぼれび通り） 
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第４章 無電柱化を推進するための取組み 

4.1 無電柱化のコスト縮減や事業の加速化 

（１）低コスト技術 

無電柱化のコスト縮減や事業のスピードアップを図るため、国の「無電柱化のコスト縮減の手引き

（令和６年（２０２４年）３月）」も参考に管路構造の浅埋化、コンパクト化等の検討を行います。 

表 4-1 無電柱化のコスト縮減における主な低コスト技術  

管路直接埋設構造の浅埋化 

（旧：管路構造） 
小型ボックス構造 

ケーブル直接埋設構造 

（旧：直接埋設構造） 

現行よりも浅い位置に埋設 小型ボックス内にケーブルを埋設 ケーブルを地中に直接埋設 

（参考：国土交通省 HP） 

（２）低コスト管路材 

管路直接埋設構造（旧：管路構造）では、現場状況に応じ、経済性・施工性・維持管理を総合的に勘

案して低コスト管路材・埋設工法を選定することでコスト縮減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

（出典：無電柱化のコスト縮減の手引き） 

図 4-1 電力管路材の仕様変更による低コスト化 

（３）既存ストック活用方式 

電線管理者と協議の上、電線管理者が所有する既存ストック（管路やマンホール等）の活用による

コスト縮減や事業の加速化を図ります。 

 

（４）電線管理者への包括委託 

電線管理者と協議の上、無電柱化の設計・工事を電線管理者に包括的に委託することで、同時施

工（本体および引込管等）や調整の円滑化による事業の加速化を図ります。 
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4.2 市街地開発事業等における無電柱化 

市街地再開発事業、土地区画整理事業、その他これらに類する事業（開発行為による道路整備等）

による地区内の道路整備については、地域状況を総合的に勘案し無電柱化を検討します。 

 

4.3 関係者間の連携強化 

様々な会議体の活用や情報共有を通じて、関係者間の連携強化に取り組み、無電柱化事業の円滑

化、地上機器設置における公有地・民地の活用、速やかな抜柱を推進します。 

推進体制 

大阪府無電柱化地方部会（市町村部会）を活用し、無電柱化に関する協議・合意形成を図り、円滑

な事業実施に努めます。また、無電柱化実施箇所における課題解消のため、必要に応じて沿道住民

等と協議し、整備手法や地上機器の設置場所等について円滑に合意形成を進めます。 

 

情報の共有 

国や大阪府と連携し、低コスト技術、施工事例、最新技術等の無電柱化に関する情報収集に努めま

す。また、本市の取組みについても、国、大阪府、他の自治体との情報共有を図ります。 

 

工事・設備の連携 

無電柱化推進路線において、道路事業やガス・水道等の地下埋設工事が実施される際は、道路工

事調整会議等の関係者間での会議を活用し、工程や埋設位置等の調整を行います。 

 

公有地・民地の活用 

道路空間に余裕がない場合や、景観形成の観点から道路上へ地上機器等の設置が望ましくない場

合は、地上機器等の設置場所として、学校や公共施設等の公有地、または公開空地等の民地につい

て、管理者の同意を得て活用を進めます。 

 

抜柱の推進 

電線共同溝等の整備後は、地上の電線・電柱を速やかに撤去し、無電柱化を推進します。 

 

4.4広報・啓発活動 

無電柱化に関する市民の理解と関心を深めるため「無電柱化の日（１１月１０日）」などの様々な機

会を活用した広報・啓発活動を実施します。 
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第５章 計画の進捗管理 
 

計画の進捗管理 

本計画では、計画期間中の事業実施状況や取組み状況を定期的（概ね５年毎）に把握・評価し、社会

情勢の変化、事業実施状況、国および大阪府の無電柱化推進計画との整合性などをふまえ、必要に

応じて計画の見直しを適宜行いつつ、適切な進捗管理を行います。 
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用 語 集 

 

見出し 用 語 解 説 

あ行 
移動等円滑化促

進地区 

バリアフリーマスタープランで設定するバリアフリー化の優先的な促進が必要な地区。 

(1) 生活関連施設があり、かつ、それらの間の移動が通常徒歩で行われる地区 

(2) 生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化の促進が特に必要な地区 

(3) バリアフリー化の促進が、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切な地区 

あ行 
大阪府無電柱化

地方部会 

大阪府において、道路管理者、警察、電気事業者、通信事業者、有線放送事業者等から構成され

る部会であり、無電柱化推進のための各種調整を行っている。 

（無電柱化推進のあり方検討委員会中間とりまとめより引用） 

か行 広域緊急交通路 
災害時に応急活動（救助・救急、医療、消火、緊急物資の供給）を迅速かつ的確に実施するために

使用する道路で大阪府が指定する道路。 

た行 地域緊急交通路 
災害が発生した際に、広域緊急交通路と災害時用臨時ヘリポート、災害医療センター、災害協力

病院及び避難所などを連絡する道路で豊中市が指定する道路。 

た行 地上機器 

無電柱化した際、地上部に設置される機器の総称。多回路開閉器や変圧器（トランス）、低圧分岐

装置など。 

（無電柱化推進のあり方検討委員会中間とりまとめより引用） 

た行 電線管理者 
道路上の電柱または電線の設置及び管理を行う事業者。 

（無電柱化推進のあり方検討委員会中間とりまとめより引用） 

た行 都市計画道路 
都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活と機能的な都市活動を確保する、都市交通におけ

る最も基幹的な都市施設として都市計画法に基づいて都市計画決定された道路。 

は行 
バリアフリーマス

タープラン 

平成３０年（２０１８年）１１月より施行された改正バリアフリー法において創設された移動等円滑

化促進方針（マスタープラン)のことで、旅客施設を中心とした地区や、高齢者・障害のある人

等が利用する施設が集まった地区において、面的・一体的なバリアフリー化の方針を示すも

の。 

ま行 無電柱化 

道路の地下空間を活用して、電力線や通信線などをまとめて収容する電線共同溝などの整備に

よる電線類地中化や、表通りから見えないように配線する裏配線などにより道路から電柱を無

くすこと。 

ま行 密集市街地 
古い木造の建物が密集して、道路が狭く公園が少ないために、地震や火事のときに大規模な火

災になる危険性が高く、避難しにくい市街地。 (大阪府HPより引用） 
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